
最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業

1 北海道最低賃金

最低賃金額 適用労働者等の範囲
時間額 (28.10.1発 効)

786円 北海道において事業を営む全産業の使用者及びその者に使用さ
れる労働者に適用されます。

担    当 : 北海道労働局労働基準部賃金室 (TEL OH仔 09)2311)
ホームページ : http:〃 hokkaido― roudoukyoku.isite,mhl■ go.ip/banner/1109.ht皿

l

2 最低賃金の引上げに向けた中小企業 0小規模事業者への支援事業
(1)北海道最低賃金総合相談支援センター

最低賃金の引上げで影響を受ける中小企業・小規模事業者の皆様のために、経営
や労務管理などの専門家による無料相談等のワン・ス トップサービスを提供する、
北海道最低賃金総合相談支援センター (事業受託者 :北海道中小企業団体中央会)

を開設しています。
相 談 窓 口 : TEL 0120(6η 3110(月 ～金、午前 9時～午後 5時 )

ホームページ : http://www.h―chuokai.or.jp/sosien/index.htmi

(2)業務改善助成金
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で

最も低い賃金 (事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。
生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ

た場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
相 談 窓 口 : TEL 0120(6η 3110(月 ～金、午前 9時～午後 5時 )

申 請  先 : 北海道労働局雇用環境・均等部企画課 (TEL OH(78蹄 7874)
ホームベージ : http://ww.mhiw.goo jp/Ⅳ omukaizen/index.html

(3)キ ャリアアップ助成金
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった非正規雇用労働者の企業内

でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助
成をするものです。
本FJJ成金は8つ のコースに分けられますが、「最低賃金引上げ」に関係するのは、

有期契約労働者等の賃金規定等を改定した場合に助成する「賃金規定等改定コース」
です。

相 談 窓 口 : 北海道労働局職業安定部職業対策課 (TEL 011(788)9071)
ホームページ : http://www.mhiw.goo ip/stf/seisakunitsuite/bunya/

koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.htmI

(4)人事評価改善等助成金 ～ 平成 29年 4月 1日 新設いたしました 、～
生産性向上に資する人事評価制度と賃金制度を整備することを通じて、生産性の

向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事業主に対して助成するものであり、人
材不足を解消することを目的としています。
相 談 窓 口 : 北海道労働局職業安定部職業対策課 (胤 OH(788)9132)
ホームベージ : http:〃 ww tthlw.80.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158133.htmi


